
１.事務事業の目的・概要

２.成果参考指標

(1)

3.事業費 4.改善策の実施状況

5.評価時点での現状（客観的事実・データなどに基づいた現状）

①困っている「状況」

②困っている状況が発生している「原因」

③原因を解消するための「課題」

８．今後の方向性（課題にどのような方向性で取り組むのかの考え方）

９．追加評価（任意記載）　

○国の「原子力対策指針」が改定され次第、現在の被ばく医療機関等関係機関と協議を進める必要があ
る。
○製薬会社における開発の遅れ

○被ばく医療体制については、従来の被ばく医療ネットワーク（医療機関）から、より広い関係者の協
力が必要であり、その理解を促進する必要がある。
〇新薬開発については製薬会社における取組であり、状況を見守るよりない。

％

16.00

前年度の課題を踏まえた
改善策の実施状況

②改善策を実施した（実施予定、一部実施含
む）

事　業　費（b）（千円） 64,737 176,291

単位

16.00

○「緊急被ばく医療活動マニュアル」に基づき整備している資機材の点検や必要な資機材の購入により原子力防災体制の維持強化を図る。
○緊急被ばく医療訓練の実施とともに、諸課題についての協議や情報収集などを行う「緊急被ばく医療機関ネットワーク会議」を開催する。
○国の「原子力災害対策指針」の改定に伴う安定ヨウ素剤の配布・服用体制の確立を図る。

島根県地域防災計画（原子力災害編）に基づき、緊急被ばく医療体制の整備を進め、防災訓練等を実施しているが、今後の国の被ばく医療体制の見直し等を踏まえた
医療活動体制の充実が必要である。
島根県安定ヨウ素剤配布計画に基づき、緊急配布に備えた備蓄を完了し、事前配布の手続きに着手している。

うち一般財源（千円） 0 0

２６年度実績 ２７年度計画

26年度 27年度
指標名 被ばく医療機関数

年度 23年度

16.00

目標値

原子力災害訓練において、緊急被ばく医療活動訓練とと
もに、県内の被ばく医療機関、電力会社、関係自治体間
で情報共有を図り医療体制を充実させるため「緊急被ば
く医療機関ネットワーク会議」を実施した。
安定ヨウ素剤の事前配布について、配布説明会に着手
し、年内でのＰＡＺ地区内説明会の終了に向けて取り組
んでいる。

○国における被ばく医療体制の見直しを踏まえた医療活動体制の充実が求められる。
〇３歳未満の乳幼児に事前配布できる薬剤がない。

目
的

（１）対象 災害医療関係団体

（２）意図 活動マニュアルに基づく防災資機材の整備や医療救護の連携体制の確立を図る。

事務事業の名称 原子力災害時の医療体制整備

事務事業評価シート（評価実施年度：平成２7年度） 上位の施策名称

事務事業担当課長 医療政策課長　家本　賢

施策Ⅱ－１－３　原子力安全・防災対策の
充実・強化

電話番号 0852-22-6252

24年度 25年度

16.00 16.003.00 16.00

被ばく医療機関数
実績値

達成率

3.00

％

施設

実績値

23年度 24年度
指標名

0.00

年度

目標値

式・
定義 達成率

0.00

0.00 0.00

100.00

25年度

0.00

　
成
果
参
考
指
標

◎課（室）内で事務事業評価の議論を行うにあたっては、本評価シートのほか、必要に応じて、「予算執行の実績並びに主要施策の成果」や既
存の事業説明資料などを活用し、効率的・効果的に行ってください。

◎上記「５．評価時点での現状」、「６．成果があったこと」、「７．まだ残っている課題」、及び「８．今後の方向性」について、議論がしやすいよう
に、「５．評価時点での現状→６．成果があったこと」、又は「５．評価時点での現状→７．まだ残っている課題→８．今後の方向性」が一連の流れ
となるよう、わかりやすく、ストーリー性のあるシート作成に努めてください。

○国の「原子力対策指針」が改定された後、関係する医療機関や団体等に対して、制度説明や改定後の原子力災害医療機関としての協力を求めるための説明会を開催
するとともに、改定を踏まえた「緊急被ばく医療活動マニュアル」の改定を行う。
○国に対して、新薬開発の促進などを働きかけていく。

事
業
概
要

100.00533.30

26年度 27年度

式・
定義

0.00

７.まだ残っている課題（現状の何をどのように変更する必要があるのか）６.成果があったこと（改善されたこと）

単位

0.00


